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通所介護重要事項説明書 

令和 6 年 6 月 1 日現在 

 

利用者である       様に通所介護の提供開始にあたり、厚生労働省令第３７号第

８章に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

1. 事業者の概要 

① 事業所の名称：株式会社 あかり 

           デイサービス あゆみ 

② 所在地：鳥取県西伯郡伯耆町大殿１０８９－８  

③ 法人種別：株式会社 

④ 法人代表者：富田孝子 

⑤ 介護保険事業者番号（鳥取県より指定を受けています）： 3171500857 

⑥ 通常のサービス実施地域：伯耆町、南部町、大山町、日吉津村、米子市です。 

⑦ 連絡先：電話０８５９－６８－６０６０ 

 

2. 通所介護事業の目的と運営方針 

（事業の目的） 

株式会社あゆみが開設する指定通所介護事業所が行う通所介護事業の適正な運営を確

保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当事業所の通所介護職員が、要

介護状態等にある高齢者等に対し、適正な通所介護を提供することを目的とします。 

 

（運営の方針） 

① 事業所の通所介護従業者等は、利用者が要介護状態等となった場合でも、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的

孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図る援助を行います。 

② 通所介護の職員は、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、

地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努

めます。 
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3. 当事業所の職員体制 

 （職員数は厚生労働大臣が定める基準に適合し、業務内容は下記の通りです） 

 

 資格 業務内容 

管理者 

（生活相談員と兼務） 
介護福祉士 

管理者は、事業所の従業者の管理及び指定通所

介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状

況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、

自らも通所介護の業務の提供に当たるものとしま

す。 

生活相談員 介護福祉士 

生活相談員は、利用者及び家族からの相談業務

入浴・食事等の介助、他の従業者と共に通所介護

計画の作成、評価等を行います。 

機能訓練指導員 

 

作業療法士 
機能訓練指導員は、利用者の居宅を訪問した上

で、個別機能訓練計画を作成し、その後３ヶ月ご

とに１回以上、居宅を訪問した上で、利用者また

は家族に対して、機能訓練の内容と計画の進捗状

況等を説明し、訓練内容の見直し等を行います。 

看護師 

准看護師 

看護職員 

看護師 
看護職員は、利用者の病状・障害の状況観察等、

他の従業者と共に通所介護計画の作成、評価等を

行います。 
准看護師 

介護職員 

介護福祉士 
介護職員は、入浴・食事等の介助、他の従業者

と共に通所介護計画の作成、評価等を行います。 

介護員 

 

管理者・・・門脇 さゆり（カドワキ サユリ）  

 

4. 営業日及び営業時間 

 

営 業 日   年中無休 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分までとします。 

 

5. 利用定員 

１日の利用定員数は、２０名とします。 
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６．利用料金 

  ① 利用料 

介護保険からの給付での通所介護を利用する場合は、原則として下記に示す、単位

数に 10円をかけた金額の１割が利用料となります。一定以上の所得がある方は 2割負

担となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担

となります。 

 

（通所介護 介護給付費） ＊通常規模型 

 3～4時間 4～5時間 5～6時間 6～7時間 

要介護１ ３７０単位 ３８８単位 ５７０単位 ５８４単位 

要介護２ ４２３単位 ４４４単位 ６７３単位 ６８９単位 

要介護３ ４７９単位 ５０２単位 ７７７単位 ７９６単位 

要介護４ ５３３単位 ５６０単位 ８８０単位 ９０１単位 

要介護５ ５８８単位 ６１７単位 ９８４単位 １，００８単位 

 

 7～8時間 8～9時間 ※．2～3時間 

要介護１   ６５８単位 ６６９単位 ２７２単位 

要介護２   ７７７単位 ７９１単位 ３１１単位 

要介護３   ９００単位 ９１５単位 ３５１単位 

要介護４ １，０２３単位 １，０４１単位 ３９２単位 

要介護５ １，１４８単位 １，１６８単位 ４３２単位 

 

 

※ 通所介護の介護給付費の「２時間～３時間」は、厚生大臣が定める基準に適合する利

用者の場合（①利用者の心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である、②病後

等で、短時間の利用から始めて長時間の利用に結びつけて行く必要があること、③その

他利用者側のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難なこと）、各要介護

区分の「４時間～５時間」の所定単位数の７０％で計算します。 

（加算要素） 

注：下記の加算は、職員体制や利用者の希望等により加算されない場合もあります。 

入 浴 介 助 加 算

（Ⅰ） 

入浴介助を適切に行うことが出来る

人員及び設備を有して入浴介助を行

う。 

４０単位/回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上
で、計画書を作成し、3 月ごとに 1 回以上居宅を
訪問した上で、機能訓練の内容と計画書の進捗状
況等を説明し、訓練内容等の見直しを行う。 

 

時間延長加算 9時間以上 10時間未満 ５０単位/日 

５６単位/回 
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時間延長加算 10時間以上 11時間未満 １００単位/日   

11時間以上 12時間未満         １５０単位/日 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）１ 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が 50％以上の場合 

１８単位/日 

送迎減算 同一建物減算 

（やむを得ず送迎を行っている場合は

減算とならない） 

 

－９４単位/日 

送迎を行わない場合 －４７単位/片道 

処遇改善加算Ⅲ 介護給付単位数に 8%乗じた単位  

 

※介護保険では、介護給付費を｢単位｣ごとに表しています。１単位に１０円（全国を  

1・2・3・4・5・6級地・その他の７地区に分けて、その地区ごとに 1単位あたりの 

単価を決めています。鳥取県は「その他」ですので１単位１０円です。）をかけた   

額の９割が介護保険の給付の対象となります。 

 

② 食材費は、一食６００円の実費とさせていただきます。（時間延長などのご都合により、

朝食、夕食をご利用の場合も食材費として一食６００円とさせていただきます） 

 

③ 日常生活費は１回の利用につき１２０円の実費を徴収させていただきます。 

 

④ キャンセル料はいただきませんが、キャンセルされる場合は、お早めに当事業所にご

連絡ください。 

 

⑤ 当事業所を変更される場合の解約料は、一切かかりません。ご希望の場合、文書にて

利用者はいつでも契約を解約することができます。 

 

⑥ 利用料金の支払方法は、月ごとの精算とし、毎月１０日までに、前月のサービス利用

料等の内訳を記載した利用料金明細書を作成し、請求書に添付して送付しますので、

請求書発行後１０日以内にお支払いください。お支払いは、直接当事業所払い、銀行

振込、口座振替（振替日当月１５日）がございます。 

 

⑦ その他サービスの提供において、ご利用者に負担を求めることが適当と思われる費用

は、実費相当額をいただきます。 

※ 費用が発生する場合には、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該

サービスの内容及び費用について文書にて説明を行い、利用者又は家族に同

意を得ることにします。 
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※ おむつ等をご使用の方は、ご家庭でお使いのおむつをお預かりして、使用さ

せていただきますのでお持ちください。 

 

７．通所介護の開始と終了について 

開始・・・契約書の提出によって開始します。 

終了・・・① 利用者のご都合で終了する場合： 所定の用紙がありますのでお申し出

下さい。 

② 事業者の都合で終了する場合 ： 人員不足等やむをえない事情により、

契約を終了させていただく場合は、

1 ヶ月間の予告期間を置いて文書で

通知すると共に他の通所介護事業

所をご紹介いたします。 

 

③ 自動終了 

以下の場合双方の通知がなくても自動的に終了いたします。 

          イ．介護保険の認定区分が非該当（自立）又は要支援と変更になっ 

た場合。 

          ロ．利用者がお亡くなりになった場合。 

 

※ 事業者は、利用者や家族などが故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為

をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善も見込みがなく、介護保険法

に定める通所介護の目的を達することが不可能となったとき、１４日以上の予告期

間をもってこの契約を解除することができます。 

※ 利用者が、正当な理由なく事業者に支払うべき利用料の自己負担分を３ケ月以上

滞納した場合には、事業者は利用者に対し、１ケ月以上の期間を定め、期間内に滞

納額の全額の支払いがないときは、この契約を解除する旨の催告をすることができ

ます。 

 

 

８．問い合わせ及び苦情窓口 

    ① 当事業所における苦情の受付 

当事業所では、通所介護に関するご相談・苦情の窓口を設けております。 

       相談窓口 ：デイサービスあゆみ 

       担 当 者 ：管理者 門脇 さゆり 

       電    話 ：０８５９－６８－６０６０ 
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② 行政機関その他苦情受付機関 

・南部箕蚊屋広域連合 

     住 所 ：〒６８３－０３５１ 

          鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７―１ 

電 話 ：０８５９－３９－６２２２ 

ＦＡＸ ：０８５９－３９－６２２３ 

受付時間：月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：００ 

（但し、国民の祝日、振替休日、１２月２９日～１月３日は除きます） 

    南部地域包括支援センター 

      電 話 ：０８５９－６６－５５２４ 

      ＦＡＸ ：０８５９－６６－５５２３ 

    伯耆町地域包括センター 

      電 話 ：０８５９－６８－４６３２ 

      ＦＡＸ ：０８５９－６８－３８６６ 

    日吉津地域包括センター 

      電 話 ：０８５９－２７－５９３２ 

      ＦＡＸ ：０８５９－２７－０９０３ 

 

   ・大山町役場 

     住 所 ：〒６８９－３２１１ 

          鳥取県西伯郡大山町御来屋３２８ 

      電 話 ：０８５９－５４－３１１１ 

      ＦＡＸ ：０８５９－５４－２７０２ 

      受付時間：月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：００ 

     （但し、国民の祝日、振替休日、１２月２９日～１月３日は除きます） 

 

   ・米子市役所 

     住 所 ：〒６８９－８６８６ 

          鳥取県米子市加茂町１－１ 

     電 話 ：０８５９－２２－７１１１ 

     受付時間：月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：００ 

    （但し、国民の祝日、振替休日、１２月２９日～１月３日は除きます） 

 

・鳥取県国民健康保険団体連合会  

住 所 ：〒６８０－００１１ 

      鳥取県鳥取市立川町６－１７６ 

電 話 ：０８５７－２０－２１００（介護サービス苦情・相談窓口） 

ＦＡＸ ：０８５７－２６－８３６８ 

受付時間：月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：００ 

（但し、国民の祝日、振替休日、１２月２９日～１月３日は除きます） 
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９．緊急時の対応方法 

通所介護利用中に利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに 

利用者の主治医に連絡し、医師の指示に従います。また、緊急連絡先、居宅介護支援事業

所に連絡いたします。 

 

１０．事故発生時の対応 

   利用者に対する通所介護の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の

家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。 

利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。但し、事業者に故意過失がなかった場合はこの限りではありません。 

当時業者は、万一の事故後の発生に備えて、賠償責任保険に加入しております。 

 

１１．秘密保持 

事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らしません。事業所は、従業者であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 

   事業者は、サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合には利用

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書

により得ます。 

利用者は、事業所の保有する個人情報について開示を請求することができます。 

 

１２. その他 

通所介護サービスの提供に当たって、上記内容に定めない項目及び内容に関しては、介 

護保険及び関係法令を遵守し行うものとします。 

                           

 

                          令和  年  月  日 

 

当事業者は、「デイサービスあゆみ」の提供にあたり、利用者に対して重要事項説明書に基

づいて重要事項を説明しました。 

 

（事業者） 
 

           所在地 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１０８９－８ 

名 称 株式会社 あかり 

               デイサービス あゆみ 
 

 

           説明者 職員氏名 

  

印 

印 


